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穏やかで温厚なごりごりら会長。 

五里五里のさと「城陽市」の「自治会」というものに興味津々。 

  本ハンドブックのガイドを務めます♪ 

ゴリラは、仲間との絆を大切に生活しています。 

自治会は、地域の絆を育みながら、より暮らしやすいまちづくりを進めていくことを目的とされています。 

“ごりごりら会長”は、ゴリラと自治会の“絆”という共通点と「五里五里（ごりごり）のさと」にかけて職員が

作成した、城陽市自治会ハンドブックのキャラクターです。 

ごりごりら会長の胸元にもご注目。城陽市の木「梅の花」のブローチもお気に入りで付けています♪ 
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自治会は、会員相互の親睦や福祉向上のほか、連帯感の醸成、住みよ

いまちづくりの推進などをめざして、自主的に結成され、運営されている

地域組織です。              

市も、地域の皆さまの声を市政に反映し、きめ細かな施策を実現し、市

民参加の市政を進めるうえで、自治会との連携が重要であると考えてい

ます。 

このハンドブックは、そうした大切な自治会活動の充実と自治会組織

づくりの一助になればと、作成いたしました。自治会活動を進めるうえで、

「困ったな」というときに参考にしていただければ幸いに存じます。 

はじめに 
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ỡộγ  

ỡộγ ˢ ֜˞ ὡ ⁵ ˞ Ξ δᴒ ὡ ꞈᵧ 

ₑ ᴕ→ ̘̓ ỡἧ ὡ ♯– ỡộγ

˞ ὡ ⁵ ἱẵ Ẕ ͽ ỡộγЉ

פֿ ⁵ ┤Ԇ ẇͽ ˞ ˟

  

˞ ֕ уӨ↔ ẻ ˞Љ Ἠ ♯

΅Ṏ ̓ γ ṉ׃ ꞈᵧ

ˋủ  → ι ʸ☺ ˞ ỡộγ Ѕ

ᵈ  
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 ̝ǪǭǱȚǧȔǍ 

ỡộγ Ѿ  

ỡộγ ˢ ỗ Љ ᶺ  

כֿ ᶓ Љ Љ ᶺ Ỏԃ

҉ ͯ ẻ ᶺ↓ ї

Ѿїג ע Љ ᶺ  

Ξ δᴒЉ  

ᵺ ʸ☺ ≤ᾶ

˟→ Α ṉ ᶺ↓

˞

δᴒ ї

Љ  

уӨ Ẵ╚ 
˓ổЉ  

ш ỉᵃεἽ

Η Ἱ Ὕγ

ᾒ Ẵ╚ ˓ổш

ї Љ  
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΅Ṏ ֜ ̓ γ

ף Ỏԃ ˞

⁵ ᵺ 
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ỡộγ ᵅῺ γ ∞  

˞ ḣ ỡộγ ― Љ ỸẴ

Ậ ỡộγ Љ  

 
ṉϓỖ ᾝ Ḁ ṉϓ ‗ ₣ Ế

ẃ ↔ ᶺ  

 
Ὕγᾒ Ẫ ỡἧ Ӫ ϋ

ỡ Ạ  

ẇᶳ Ό Ậỡộγ ḱ 

ṉϓ ỡộγ 
⁴ Ḅ˿ ỡ◦ṉϓ − ỡộγ

ṉ ᵂṉ Ό Ѕ ´ Ὣ ᶳ ʸ ϯ

ᾒ Ѩᴳ ◦  

⁴ ᵑ   Ҽ̻ ằ̻ Ἢ ˞  

֕ᾒ Ầ ᾝ Ḁ פֿ  

▲城陽市内の浸水被害の様子 

  （平成２４年 南部豪雨時） 

϶  

ˢ ◗  

▲石川県内の避難所の様子  

  （令和６年 能登半島地震） 

ṉἐ ỡộγ

˞ ᾝ

פֿ ṓס

 

https://www.bousai.go.jp/kyoiku

/keigen/ichinitimae/bam/cg.html  
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 ȆȚǱǮȅǨǬǖȑ 

 Ḝ ⁸Кǵ ̝ 

Ậ ỡộγ ϖ  
ỸẴ Ό Ậỡộγ ḱ ε Ậ

ỡộγ ϖ  

ỸẴỖ Ậ ỡộγ ỡộγ ε

 

ỡộγ  ỡộγ ᾟ  

ỡộγ  

ẇᶳ Ό Ậỡộγ ḱ 
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ỡộγ ̘̓ Љ Ὣ ҉ ỎԃᴁΪ

Ẑ ᴒẐ γҡ ˭  

ỡộγ ̘̓ Љ

γ˭ ὣ Ḁ ὡ δ ẇͽ ϋ ̘̓ ᶺ

Љ Љ  

҉  
ỡộγ̘̓ Љ ˭ ◑ ֖ Ἠ ʭ

γ ˭ ᴒ

ṥԃ  

̘̓ Љ ї ѯ Ỏ ҉

ʸ• ỡộγЉ Ἠ ♯ ҉

ѯ ᶺ γ˭ Ầ “  

ỎԃᴁΪ Ẑ ᴒẐ 

ỎԃᴁΪ ỡộγ Љ ᶺ ֥ Ở

Љ γ˭ δ ӡ Ὣ Ѕ Ό  
Ẑ ỡộγ Ἵ ằὶ ᴁΪ γ˭ Ὕ ╕ γ Ạ

Ở ỡộγ☺ ∆ϯ ṥ→

 

Ὂ ᴒẐ ѕ Ἵ ằὶ ᴒẐᾙ хḱ

ἵ Ꞌγ ᾼ  

 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 ̝ ᵣǵḨ ǯǱȒɛȢɱɆ 
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γҡ 
Ꞌγ γ˭ Ꞌˋ ỡộγ  ᴒ Ὣ γҡ ᴒẐ ḉ

 Љ Ẑ ᴒ ˭◑ὶ ᶺ Ꞌγ ҡỎ

╕ ш γ˭ ε ᶺ  

˭ Ầ ῾ ᵺи Љ ᴒ ϋḼ ˭γ

γҡ ῧṐ ᴒ Ỏ᷆ Ҋ ẙ  

 

˭ 
ᶂ ̳Ћ ỡộγ̘̓ γ γᴁ ˭ ᴒ ⅝

 

ѻ ◑ὶ ỡộγ ᵧ ˋᴳ Ὣשּ

Ἡ ḛ ᾝ Ḁ ═ ổ •Ͼ

╕  

˭ Ỗѕ ỡ ֕ᾒ

‰  

 ỡộγ ̓ Ậ ; ἵ ⁵ϫ ; ̓

ḉỞ γ˭₲ ᵌ⁵ ˂ Ꞌγ ᴒҡ ᶺ

ỡộ ̘̓ ᶺ ⁵ϫ Ὕγᾒ

ẏ Ҟ Ҋ  

 ỡộγ ᶅḹ Ҟ ṥ→ ˭ ᶟ Ҟ ᶟ

ỡộγ ᶅḹ˰ ˍ  

̓ ; ἵ ῺḀ ỡộ ҉ ѯ ̘̓

ҁᴄ Ḁ  

「認可地縁団体」って？ …法人格の取得について 
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名称 自治会の名称を記載します。 

目的 
「会員相互の親睦を図る」や「良好な地域社会の維持・発展」など、団体の設立趣

旨を記載します。 

事業 
「会員相互の連絡と親睦」「環境整備」「集会施設その他財産の維持管理」「福利

厚生」「防犯、防災」など、目的を達成するための事業を分野別に記載します。 

事務所 事務所の所在地を記載します。会長宅や集会所としている自治会が多いようです。 

会員 「区域内に居住する世帯」などと記載します。 

役員 
会長・副会長・会計など役員の種類や人数、選出方法、職務や任期などを記載しま

す。 

会議 総会や役員会などについて、召集方法や議決内容、定足数などを記載します。 

会費 「一世帯月額○○円」、「総会で金額を決める」などと記載します。 

ỡộγ҉  
 ҉ ỡộγ ˑ ˢ ͮҊ

҉ פֿ  

 ҉ π∆ Ꞌγ ҡᴒ ῧṐ

π∆ ꞋγϋḼ ̘̓

; ↑ Ὣ Ỏ᷆ ҉ ᴄˍ Ỏ᷆ Ṑּב ˭γ ᴒ

ˇ  

 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 ȉǪǯ Ǟǖ  Ƽ ƽǲǫǋǭ 
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ỡộγ҉ ᴳ  

ỡộγЉ ỡộγ Ҝ е

ᴳ ˞  Ӳ Ỗ ͯ

ṥ→ ҉ Ỹ῾ Ḁ ῺḀ  

ỡộγ Љ ᴳ ẇᶳ π◘ʼ Ở  

 
 

᷈ ἐ ⅎ ΅ ἐ ˭ ὀ

γ ᴾˮ ṉϓỖ ỡ

ộγ ͽ ˞ ᴳἩ ⅞  

᷈ ἐⅎ ΅ ἐ ˭ ὀ ḛ ắ

ῺḀ ˭γ Ꞌγ Ὼ ◗ᶆ ᴩ ᶺ ͒

 ṥ  

ῺḀ ҉ γּב Ṑּב π∆ ᶺ  

  ṇˀῲ ⁵ ᶣ→ ⅎ ˭ ợ  

 

ỸṔ ˞ ὡ γ ḛ ắ

ῺḀ ͒ γ ᵂϼ ᾤ

ỡộγ  

ѻѕ ˵ Ẵ╚ ӌ ῺḀ ỸṔ ˞ ὡ

ῺḀ γ ᾤ  

ⅎ ὡ  ἐ ῺḀ γ ᵂϼ  

ῺḀ ҉ γּב Ṑּב π∆ ᶺ  

֖ כֿ γ˭ ˮ  

ᾤ ᵂϼ ϯ Ꞌγ Ỉ …Ὣ ᴒ

 

 

᷈ ἐⅎ ΅ ἐ  

 

γ ᾤ ᵂϼ 

 

ỡộγ҉ ṴẪ .70  
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ỎԃᴁΪ  

ỡộγЉ ѕ  ỎԃᴁΪ ṥ→ ὡ ꞈᵧ е ˟

Ὣ  

פֿ ∞ ỎԃᴁΪ ̛  

פֿ ὡ ẇͽ Ỏԃ ỸẴ ᶏ  

ᶺ ắ Ἠ Ỏ  
 

Ξ ↔ ╚  

 現在の課題やこれまでの活動の反省点、地域の目標を話

し合う 

Љ ᴩ  

 ・活動目的・内容を検討する 

・活動の詳細を検討する 

 （誰が、何を、いつ、どこで、どうやって行うか） 

・活動に必要な費用を積算する 

ỎԃᴁΪʼ Ẑʼ ṥ→ 

 ・１年間の活動内容を取りまとめ、事業計画案を作成する 

・全体の収入と支出を積算・調整し、予算案を作成する 

ỎԃᴁΪ Ẑṥ→  

 

その後、総会で提案し 

質疑応答を経て、 

議決を求めましょう！ 

 

 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 ȉǪǯ Ǟǖ  Ƽ˗ ǯ˔ ɵ ƽǲǫǋǭ 
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ᴒẐ  
 ᴒẐ ѕ Ἵ ằὶ Ὂ

֖◓ὶ ↔ Ὕᴁ ḾὊ Ἵ ằὶ ᴁẐ ᴒẐ

ᾙ ṥ→  

ᴒẐᾙ Я→ Ἵᾙ ḣӏᾙ ֖ хḱ ἵ

ᵭ Ꞌγ ḉ ᾼ  
 

下記の確認作業を行い、監査終了後に署名をします。 

 хḱỎ  

通帳と印鑑は別々に管理され、管理責任者が明確であるか 
 

帳簿や決算書に記入誤りや計算誤りはないか 
 

帳簿や決算書と、領収書などの根拠書類の金額は一致しているか 
 

領収書などの根拠書類はそろっているか 
 

領収書がない場合、メモなどの記録が残っているか 
 

通帳の年度末の数字が、帳簿の年度末の数字及び決算書の収入・支

出の差引残高（繰越金）と一致しているか 
 

通帳の記録の中で、不自然な多額の出入りや使途不明金がないか 
 

備品を購入した場合、品名・数量・購入年月日・金額・保管場所などを

記載した台帳と現物があるか 
 

積立金調書がある場合、通帳残高や現金などの額と一致しているか 

Ẑ ᴒẐᾙ ṴẪ .73 74  
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Ꞌγ ˭γ 

 γ˭ Ꞌˋ ỡộγ  ᴒ Ꞌγ ˭ѕ ῾ ᵺи

ϋḼ ˭γ ỡộγ̘̓  ἧ γҡ  

 γҡ Ḁ ᴒ γҡὊ ᵭ ϋḼ

Ỗ Ὼᾒ ᴒ Ỏ᷆ Ҋ Ỏ  

 ꞋγϋḼ◗ ᾈ  

日時や場所、議題などを記載した通知を作成し、事前に配布・回覧します。 

欠席の方には、委任状または表決書の提出を呼びかけましょう。 

ϋḼ  

 

ҡʼ ṥ→ 

 役員を中心に、総会に提出する資料（事業計画や予算案など）を作成します。 

総会は、自治会規約に定める定足数に達しないと開催できません。事前に会員

数と定足数を確認しておきましょう。 

γ˭₲ ₲טּ ϯ  

 

委任状は定足数と議決数に影響します。委任状を提出した人の数と、委任を受

けた人を確認します。 

ˇ   Ὕᴁ 

 

議長や役員は、総会の場で決めるのが原則です。その場での立候補が期待で

きない場合は、あらかじめ候補者を選び、本人に打診しておく方法もあります。 

ҡ ᵽ ἐ ˭ᵽ ἐ ◑ὶ 

 

 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 ȉǪǯ Ǟǖ  Ƽ̝ ƽǲǫǋǭ 
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Ꞌγ  

ϋγ 

 定刻になり出席者数が定足数に達し

た場合は、ただちに開会を宣言します。

司会は役員の一人が行うのが一般的

です。 

ҡ ◑ὶ 

 出席者の同意を得て、議長を選出しま

す。会長が議長を務める場合も。 

₲טּ ḉ Ꞌγ→ ╦ᵈ 

 議長は、出席者数（＋委任状提出者の

合計）を確認し、定足数に達したため

に総会が成立したことを宣言します。 

ҡỎ ᾘ ⁵ ◑ὶ 

 議事録に署名する人を選出します。議

長のほか、２～３名の会員が署名する

のが一般的です。 

ҡʼ‡ҡ ҡᴒ 

 ・事業報告 ・決算報告 ・監査報告 

それぞれ報告を行い、質疑応答を経て

議決を求めます。 
 

・役員選出 

まず立候補者を募り、いない場合には

事前選出の候補者を紹介し、議決を

求めます。 
 

・新年度事業計画案 

・新年度予算案 

それぞれ提案・説明を行い、質疑応答

を経て議決を求めます。 

ҡỎ ṥ→ 

 作成後、会長、議長などに内容を確認

してもらい、議事録署名人の署名をも

らいます。議事録は大切に保管し、写し

を住民に配布や回覧しましょう。 

 

Ꞌγ ὶ─ ⁵ ҡʼ ˋắ Ở

ˇ ᾙ ᴒ  

ˇ ˇ   ὶ γ˭ ᴒ ˇ  

ᾙ ᴒ Ỏ◗ ҡ Ẕ→   

     ○ ὶ  

γ 

 

Ꞌγ їג ᾙ ṴẪ .75 76 77  
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˭ ◑ὶ  
˭ ᴒ ᵽ ₢○ Ḁ ⅝ ˰ ỡộγ

ˑ ∆ ˢϖ ᵈ ͓ Ὼ

◑ᶳ ᶛ ◑ᶳ Ằ  

会長 

代表者として役員

を統括し、運営に責

任を負います。 

副会長 

会長を補佐し、会長

の不在時などには

職務を代行します。 

複数名置くことも。 

会計 

お金の出し入れや

物品に関する事務

を行います。 

監査 

会計処理や事業運

営のチェックを行い

ます。役割上、他の

役員と兼務すべき

ではありません。 

˭ 

 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 ȉǪǯ Ǟǖ  Ƽ☻ᴣƽǲǫǋǭ 

 Ậ ỡộγ ˭ ◑ὶ  

 

ẇᶳ Ό Ậỡộγ ḱ 

ỡộγ ◑ὶ ₢○

Ḁ ᴒ ỡộγ Ḿ

פֿ ỗ ˰ ᴒ

ỡộγ פֿ  

γ γᴁ ◑ὶ

ᴕΌ  

γᴁ→ γ →γ

ổ ῲ ˭  

ᶏ  

ỡộγ  

 

ỡộγ ᵅῺ γ ∞  
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10 人いれば、10 人それぞれの考え方があります。しっかりお互いの意見を聞

いて、話し合いましょう。自分だけでは考えつかないやり方が見つかったり、思

いがけない協力が得られたりするかもしれません。 

ɋ ꞈἪ ᶳ Ὣשּ  

 

活動内容を少数の役員だけで決めたり、ただ「前例どおり」としたりするので

はなく、自治会員みんなの代表として、地域住民の希望を積極的に取り入れ

ていきましょう。 

Ɍ ὡ ᶳ  

 

役員になると、住民の個人的な事柄を知る機会が増えます。信頼関係を壊さ

ないため、また、相手を傷つけたりトラブルを防ぐためにも、知り得たことは口

外しないようにしましょう。 

ɍ Ἡ  

 

自治会の仕事を一部の人だけで抱え込むと、負担が多くなります。できれば

役員以外の人も巻き込み、みんなで仕事を分担し、それぞれの得意分野で助

け合いましょう。 

Ɏ ẚỎ  

 

˭ •  

ỡộγ ᵅῺ γ ∞  

ẇᶳ Ό Ậỡộγ ḱ 

自治会運営の困りごととして、最も多いご意見に「役員のなり手がない」という問題

があります。仕事をされていて時間が取れない、高齢であるなどの理由から、役員のな

り手を見つけるのに苦慮されている自治会が多いようです。 

次のページでは、そういった問題に対して自治会で工夫されている取組みや、アンケ

ート調査から見えた自治会のお悩みなどを紹介します。 

 役員のなり手を見つけるのがなかなか難しい… 
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 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 ☻ᴣǵ ͪǲǫǋǭ ǜȅǝȅǱ֝ Ȇ  

ỸẴ ỡộγ ḱ פֿ ỡộγ ḛ

ᴕΌ  

ẇᶳ Ό Ậỡộγ ḱ 

ỡộγ ᴳ ỡộγ ᵅ   
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ỡộγ Ḛ  
ᾶẪ᷈ ͯ ͽּי ᷈ ˭

͒ ˭ ᾤ ͒ ˢ ẚỎ Ẫ˟

ỡộγ Ỗѕ ἣ ⅎ ˭

 

פֿ ỡộγ ˭ ˰ ἵ Ἢ ˭

ᴄᵂ Ὣ ṭ  

˭ ᴄᵂ Ἠ♯  
ᵅ  Ậ ỡộγ ᶏ

 

˭ ⅝ ỡộγ ∞ 
 

ᶺỎ Ḽ Ἢ ⁵ Ắ ṥ

 

˭ Ạ ⁵ ᶺ  

Point!  
˭ Ỏ ỡộ

γ  ˭ ᴒ ˭ ⁵ Ы ḗ ᾶ ԃ

ᴄᵂ  

ỉװ˰ Ạ ỡộγ ∞ 
 

Ậ ὶỉ Љ Ҋ ᶺỎ Ἀ‴ קּ ẙ  

 

Point!  
 ˭ ⁵ ỉ

˰ װ ˭ ͵

… Ỏ ᶂ  
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  γᴁᾐ  
γᴁ ỡộγ ̘̓ Љ Ἵ ằὶ ᴁẐ ὶ ш Ҋ ᶺ

ṥԃ ↔ Ἵᾙ ḣӏᾙ ↔ ш ᵅ֖ ֖

ш ὶ ш ᶺ  

ὡ ֖ ᾐ ∆ ∆ϯ ᶺ

 

 お金は手元におかずこまめに入金し、帳簿や根拠書類は、

いつでも出せるように、日頃から整理しておきましょう！ 

 

ˋ  
γ Ὕ֖ Ὂ γ ☺ϼ Ἵ ᾐ

ϧᶺỎ ת ằὶᾐ  

Ἵ ằὶ ὶ ᾐ ᾐ

Ҋ ỸṔ ֖ϼ Ḁ Ạ ֖ −

 

 

ᶏ ᶳ  

 γ ᴘ ˢЈ ◑

Ỏ῾ ͒ γ ᵂ ằ  

 γ Ὕ֖ ҁ Ὣ ε ằ ᶏ ắ

ᶺ ͒ Ꞌγ Ἵ Ḁ ˢἪ  

 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 Ǒ ș ǲ ǑǍ  Ƽ̝ ƽǵɛȢɱɆ 
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★通帳・印鑑の管理 

・通帳と印鑑は別々の人が持つようにし

て、金庫などで厳重に保管する 

 

★備品 

・購入した時は備品リストに記入する 

・年に一度は、備品リストの備品が実際 

にあるかを確認し、備品の状態を記録 

しておく 

 

★決算報告書の作成 

・帳簿に記載された収入、支出を科目 

ごとに集計し、１年間の合計額を決算 

報告書に転記する 

・年度末の残高を「翌年度繰越金」に 

 転記する 

・備考欄に活動の詳細を記入する 

 

★会計監査 

・会計に関わる全ての書類を提出する 

・会長と会計が立ち合い、監査からの 

質問に対応したり、指摘事項があれ 

ば改善策を検討する 

★収入 

・個人の財布と自治会のお金を入れる 

   財布は別にする 

・領収書を発行する 

・速やかに預金し、できるだけ手元にお 

金を置かない 

 

★支出 

・支出が自治会の活動方針に沿ったも

のか確認する 

・領収書を受け取る 

（領収書に宛名、金額、日付、使途、円

マークが記載されているか確認する） 

・領収書が発行されないときは、金額・ 

日付・使途などをメモに残す 

 

★帳簿の記入 

・収入、支出について速やかにわかりや

すく記録をつける 

・根拠書類（領収書や銀行の伝票な

ど）は日付順または内容別に保管し、

数年間は保存しておく 

・定期的に集計し、帳簿の額と通帳の

額、領収書などの金額に相違がない

かチェックする 

・帳簿記入をパソコンで行うときは、パ

スワードを設定するなど、情報管理に

注意する 

 γᴁỎ  
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ᵌ⁵῾  
 ὡ ˭ ╣ ỡộγ Љ ;ᴑ ᵌ⁵῾

ᵌ⁵῾ ᵌ⁵ ủ ῾ Ằ ẹ

ὡᾒ ᷿ − ᴘ ԋ ╣ ⁵ Ѩ Ἀ‴

ᵌ⁵῾ ỡộγ ᵌ⁵῾ ᵶ ╕ Ἠ ʭ

ҁ  

 ᵌ⁵῾ ʣˋ ⁵ Ἢ ὡ ̫ ”ϓ

Ἶ˅ ”ϓ ỡộγ “

Ự ỡộγ ╕ ᵌ⁵῾ э

“ ͒ Ἠ ʭ •  

ˋ  

 ˋ  

 ᵌ⁵῾ Ὕ ╝ ⁵ ˋ

Ἀ‴ ᶓ Ế ṓ ╝ ᶺ ᾼ

ʸ• Ὕ ῾ כֿ Ạ  

⁵ ╕ ш  

 ᵌ⁵῾ ₲פֿ ⁵ ‖ ᵌ⁵῾

⁵ ổ Ự ╟  

 

  

 

 ᵌ⁵῾ ẅἐ Ӝ ⁵ ˋ  

 

 ͮҊ ῺḀ ˋ Ӝ  

 ᴃṶ ῐγ 

 ṉϓ −Ỗ ʸ ϯ  

 γ˭ ˫ṵ ῺḀ ˫ṵԃἐ Ӝ 

  ˫ṵԃἐ ᵌ⁵῾ ╕ ш ˃  
 

 Ӝ╣ Ҋ ẙ ˢ ѻѕ ш  

 

 ̝ ᵣǲǫǋǭ 

 Ή˲ Ḹǵ ўǱ֝ȑ ǋǯ  
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ɍ ṥ→ Љ  

 

γ˭ Ἢᾏ 

・名簿の利用目的と、他の目的に利用しないこと 

・名簿の管理方法（だれがどこに保管するかなど） 

・本人の同意なくほかへ提供しないこと 

文書にはこれらを記載しておきましょう。 

ɋϧⅎ ᾙ ḱ  

 

班長が訪問する、班長宅へ届けてもらうなど、直接の受け取り・受け渡しが基

本です。 

Ɍ ḱ εἽ 

 

Ɏ ᾐ  

 
不要になれば、細かく裁断する・データを消去するなどして処分します。 

ṥ→ ӣ ˃ ṴẪ .78  
 

 
ᵌ⁵῾ ᵶ π∆ 

平成２９年５月３０日の改正個人情報保護法の施行により、自治会における個

人情報の取り扱いについても個人情報保護法が適用されることになりました。 

個人情報保護法に関する詳しい内容は、個人情報保護委員会のホームペー

ジでご覧いただけます。 

【参考： 個人情報保護委員会ホームページ 

                https://www.ppc.go.jp/  】 

 

また、個人情報保護法に関する質問や疑問点がある場合には、専用窓口にお

問い合わせください。 

【個人情報保護法相談ダイヤル  03 - 6457 - 9849 】 

 受付時間：９時３０分～１７時３０分、土日祝日及び年末年始を除く 
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˭ װ˰  

͵ Ỏ ϧ ˭ ẚỎ

ͯ ˭ ⅝

⁵  Ӳ ᵂ ͵ ̘̓

 

˭ Љ ҁ ỗε ̓

̘ Љ ẇᶳ  

Ỗ ᾈ  

ṥԃἪᾏ ᾒ Ỗѕ 

ῒ Ⱶ ϑ  

ἐ еⱵ  

װ˰ Ỗ Љ Ξ

 

 ḙ Љ ẙ   

 ᶺỎ Ỗ ╚ γῺ Ẫ ẙ

פֿ  

 Ἀ‴ ẙ ᶺỎ ỸẴ ẇᶳ

 

 Ậ ὶᾙ Ҋ   ͒ ᾙ

ᵭ ˭ ʸ• Љ  

 Ἀ‴ ẙ   

 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 Ҳș ǿǫǱǙȏǍ  Ƽ╠ Ǖƽǲǫǋǭ 
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 ᾙ ṥ→ ш ῺḀ ѝ ỗ ˭

˰ װ ṥ Ἢѕ ῒ ˭ ẚỎ

ᶂ ͯ  

 ˰ װ   

Ӊ ˭  

 ꜙ װ˰ ầ ᵭ ˭ ꞈ ӣ

Ӊ ˭ ╕  

ὦ  

 ѕ

ẇͽ γҡ ↔ Љ

уӨ ↔  

ắ ⅝  

 — ₲⁵ ẚỎ ẋ

⅝  

 ᴄᵂ ᾝ Ḁ  

˭ ᴻת ͒ ỉװ˰ ṥ→

ỡộγ פֿ ᴻἐת ꞈ ᶏ  

ỡộγ ᵅῺ γ ∞  

ẇᶳ Ό Ậỡộγ ḱ 

 
ᴻἐת˭ ꞈ ᾝᵈ Ằ

ἵ ⅝ ↔  
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ỡộγ ͽ אָ  

˞ е Ѵ ͯ ṩḚ ỡộγ ͽ ⅎ γ Ѵ

ⅎ +ͽ ˭ χ ắ  

ỡộγ ͽ ˋ ὡ ˞ ʸ• ˞

ὡ ᾶẪ᷈ ͯ  Ḛ ˞

Ὣ  

 χ ỡộγ ẇᶳ ͽ אָ ˢᾝ ᶒ  

 

 

ͽ ⅎ ʤ 

ͽ ⅎ ͽ אָ Ἠ ♯ ◗ ỡộγ γ˭ ♯

῾ ͽ ⅎ ͵ⅎ ʤ  

ᴤ ӌὡ ῺḀ ϋ ԃἐ ỡộγ ͽ

ᵎ ӌ◗ ᶺ ᶂΌ  
 

 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 ̝Ǒ ǋǵṶǒǘșǞǭȆȏǍ 

ỡộγͽ ∞ Ṕ  

ᾴṴẪ ͽ ∞ Ἢ ỡộγ 

ͽ ṓס  

ͽ ἐ ͽ ỉאָ ỡộ

γ ỡộγ  

Ѵ ỡ 

ộγ ₲ Ӝ  

ҁᴄ Ḁ  

Љ  
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ỡộγ Љ ͽ

╝  

ˀͮ ỉ ᾈ  

ᾈ  

ᾈ ↔ ͽ אָ ᶆ ͽ ⅎ  

ᾑε щ ╝ Ṉ ͽ

ỉ ἵ Ἠ  

ε ˀ᷅ ὗѕ ѻѕ ֩ π ỉ ổẇ ͽ ᵎ

ṖỖ ỉ ᵭ  

ͽ ӎ ῺḀ ˭  

 

⁵₲  

⁵ γ ˭ ֜  

 ⁵ “ ↑ ỷ ắ ˢ

⁵₲ ʫ е ₲⁵  

 

Ỗѻ  

 ҉ ἐ ӌὡϋầᵭ ѕ  

 Ѻӌὡἐ ᾑ ϋḼỖ  

 

 

□ 役員名簿（身近な窓口となる組長（班長）もお知らせした方がいいでしょう） 

□ 加入促進チラシ、加入申込書 

□ 自治会で作成されている広報紙など 

□ 自治会規約（会則） 

□ 事業一覧（年間でどんな事業をしているかがわかるもの） 

□ 予算書や決算書（お金の使途がわかるもの）  

ἐ ṴẪ .79  
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ổẇ  

 ◗ ᾈ Ở  

כֿ  ḚᵭϋḼ ᶺỎ  

 

Ἢᾏ  

  ◦ Ẽ ֜ ỡộγ

˭ ′ ˞ ὡ ỡộγ

ẞ ᾶ Ỗѕ

 

 
ῺḀ π Ḁ

Ỗѕ Ἠ ᵭ ḽ  

 

Ẽ ỡộγ ὡ Ằ Љ

ᶺỎ Ẫ ᴳ  

  ỡộγ ἧ Љ ╝  

  Љ Ϛ ╚ ˓ổш ᴳἩ Љ  

  ṉЉ ᶡ֜ ṉ׃ ẇͽ  

  уӨ↔ ш  

↔ Ậ  

 Љ ΅Ṏ ‹ ᾌ ̓ γ  ᶺ  

  ї ♯– Ẫ γ ᷈ ἐ  

 

ẇͽ ҁᴄ ᶺ ắ

ỡộγ ˭

“  

 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 ̝Ǒ ǋǵṶǒǘșǞǭȆȏǍ ǫǬǔ 

 

ᵅỖ ỡộγЉ ї• ʸ• ʸ☺

ṉϓ ї• ´ פֿ

 

ṉϓỖ ỡộγ ᾝ Ḁ

ѷ Ѕ ╝

Ὣ  
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Ὼ ͽ Ѵ ῺḀ 

ͽ ′ḗᾙ Ҋ ἵ Ἠ ѿ  

Ṕ Ḛᵭ ╣ γ ˭ ˢ ֕ Ṗקּ ♯

 

 

ͽ ᴩ ῺḀ 

ͽ ′ḗᾙ ἐ ╣ ᴩ ѩ ͵

ỷ ᵈ ѿ  

 ₲ ḽ ͽ ˋắ ϯ  

 

ͽ ῺḀ 

∫•∫ˋꞈ ῶ Ҝ ʸ ắ δΉ  

 

ỡộγ ῺḀ 

ΣӋ ֠ ᴻת ˋᴳ ˢ  

δ ӡе  

ỗ ֜  Ӳ Ḛᵭ ỡộγЉ ӣ ẵ  

 

ͽ ῺḀ 

ẞ ᵈ ˢ ╕  

 Ỗ ͽ Ҋ  

ᵎ ͒ ỡộγ˭ ᵭ ˞ ꜙ

ḗ ằ̻  

֕ ♯ Ἶ ὡ ѕ ͵ ʸ ắ

Ỗ ∞  
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 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 ̝ǲ ǠȒ ᵂǯʝ Ǳᶥ  

ᶃᶉᵫ  ɭ 地域の行事に参加することで、幅広い世代と接することがで

き、「いざ」という時に顔見知り同士助け合える関係を築けま

す。 

また、回覧板などで地域の情報を受け取ることができます。 

╓ᶍ  地域の困りごとがあったときには、自治会を通して行政に相

談しやすくなります。個人で相談するよりも自治会を通じて相

談することで、地域全体の問題とすることができ、行政もより

早く対応できます。 

╓ ᶄᵮ  ɭ 防犯パトロールや声かけ運動、清掃活動など、暮らしやすい

まちづくりは自治会によって整えられています。ごみステーショ

ンや防犯灯の管理など、普段の生活に欠かせない環境づくり

は、それぞれの協力が大切です。 

東日本大震災など、災害時には多くの人が近隣の人々の協

力によって救出されました。大災害時、スムーズに救急車や消

防車が対応できない場合には、地域住民の活動が迅速な救

助につながります。 

 

ỡộγ ͽ  
 ỡộγͽ ∞ Ṕ ͽ ỡ

ộγ ỷ ỡộγͽ

ỷ ˢ ε ỡộγ Љ  Ӳ

͒ Љ  
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Q 自治会ってなんですか？ 

           地域の環境は整備され暮らしやすくなってきていますが、それを支えている

のが自治会です。地域住民の親睦を図り連帯感を高めるとともに、交通安全や防災・

防犯などの活動を支援し、自分たちの地域をより住みよくしていくため、自主的に結成

し運営している任意の団体です。 

回答例 

Q 自治会ってどんな活動をしているのですか？ 

           イベントなどを通して会員同士の親睦を図りながら、清掃活動やごみステー

ションの管理、防災訓練、防犯のためのパトロールなど、様々な活動を通じて、安心安

全により、暮らしやすいまちづくりを行っています。 

回答例 

Q 自治会と行政の関係は？ 

           実際に地域に住む住民同士の日頃の支え合いや、災害時に助け合える環

境づくりは、まちを大きな視点でみている行政だけでできることではありません。よりき

め細かく身近にまちを良くするためには、地域と行政の連携が必要です。自治会は、住

民の暮らしやすいまちづくりへの思いを形にする場であり、地域と行政の重要なパイプ

役です。 

回答例 

Q 個人情報はきちんと管理されていますか？ 

           皆さんからご提供いただいた個人情報は、会員名簿などに使用しておりま

すが、自治会の管理運営、緊急時の安否確認など、目的の範囲内での利用に限定し、

適切に管理しています。 

（※この回答をする場合、自治会での個人情報の取り扱い方法を明文化しておきまし

ょう。） 

回答例 
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 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 ̝ǲ ǠȒ ᵂǯʝ Ǳᶥ  ǫǬǔ 

Q 自治会に加入するメリットはどんなものがありますか？ 

           災害時など、いざという時の助け合いはもちろんですが、地域の清掃や防犯

灯の管理など、自治会があることのメリットは日頃から受けています。また、地域住民全

体の意見として行政に要望を出し、地域づくりに反映させることもできます。「自治会に

入ることでどれだけメリットがあるか」ではなく、「自治会に入ってさらに住みよい地域

にしていこう」と考えていただきたいのです。住みよい地域になることで生まれるメリット

は、巡り巡って自分に返ってくるのではないでしょうか。 

回答例 

Q もう高齢なので、自治会には入れません。 

           高齢の方ほど、地域での支え合いや人とのつながりが必要になってきます。

活動についてはできる範囲で構いませんので、ぜひ参加してください。 

（※自治会によって、役員免除や会費減額など、高齢者の負担軽減策がある場合は、

丁寧に説明しましょう。） 

回答例 

ỡộγ ᴳἩ Ẫ ʸ• ϑ

ᶀ̴ ᾝ  

ḙ ẇͽ שּׁ Ṏ ϻ ᶺỎ ẇͽ ˞

Ỗ ᾝ Ḁ їג↑ ỡộγ

 

 

防犯という観点でも、自治会に加入するメリットがあります。 

地域の人たちに「あの家、今日はいつもと様子が違うな」など、

異変に早く気付いてもらうことができるのは大きなメリットです

ね。共働き世帯など日中留守にするならなおのこと。 

自治会で「空き巣撲滅キャンペーン」を行い、空き巣が激減した

という事例もあります。 
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Q 仕事で帰りが遅く、自治会活動に参加できません。 

           自治会活動はみんなで協力し合って行っています。休日の行事など、それぞ

れの事情にあわせて、出来る範囲で参加していただければかまいません。 

回答例 

Q 自治会に入らないといけないのですか？ 

           加入は強制ではありませんが、防災・防犯や子どもの見守りなど、生活に密

着した問題には、隣近所の助け合いが必要になります。災害等の非常時に対応できる

体制づくりのためにも、皆さんの参加が必要です。 

回答例 

Q 自治会に加入するデメリットはありますか？ 

           よく言われるのは「会費を払わなければならない」「自治会活動に参加しな

ければならない」「役員をやらされるかもしれない」といったことです。しかし、「自治会

費」はほかでもない自分が住む地域を良くするためのお金ですし、「活動に参加する」

「役員になる」ことは、知り合いを増やしたり、自分の力で地域を住みよくしていく機会

ととらえることもできます。 

回答例 

Q 自治会への加入世帯が減っているそうですが、その理由は？ 

           ひとつには、昔と比べて生活基盤が整ったため、助け合いの場としての自治

会の必要性が低くなったとの意見もあります。また、核家族化、単身世帯の増加により、

家族と隣近所との接点が少なくなったこともあります。自治会側の事情としては、役員

の高齢化による活動の停滞やＰＲ不足が挙げられるかもしれません。ただ、本格的な高

齢社会が訪れる中、災害時や、地域内のさまざまな課題に対応する自治会の役割はさ

らに重要になると考えられます。 

回答例 
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 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 қЊ͝ ǲׄǘǭǵ ̝ǵ֝ Ȇ 

ͽ אָ Ἠ♯  Ӳ 

ỸẴ Ό Ậỡộγ

ḱ Ѕ ỡộγ ͽ ἐ

ỡộγ ͽ אָ ᶺ ε

 

ͽ אָ ᶺ ỡộγ ͽ

ἐ

ε ѯ ῝β  

Ъ ỡộγ ∞ 
 

 ӌ ⅎ ỡộγ ṥ→ ổẇ

ͽ אָ ᶺ γ ⅎ ỡộγ

ổẇ ∞  

ἐ Ẫ ∞ ͽ אָ  

˭ ᾤ ᴄᵂṭ ỡộγ ∞ 
 

᷈ ἐⅎ ˭ ᾤ  

᷈ ♯ ⅎ ᾈγ˭

γ ˃ ⅝ ╝ γ

ⅎ  

Point!  
ỡộγ ˰ ̯ Ъ ỡộγ

פֿ  

Point!  
γἐ ᵂ ᶂΌ ᶏ ͽ ἐ

ỡộγ  
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Љ Ἶ ᶺ ỡộγ ∞ 
 

ỡộγ ͵ γ˭ פֿ ỡộγ Ậ ᴃṶ

Ỹᵅ ε  

Point!  
ỡộγ ỸẴ ͽ ἐ ỡ

ộγͽ Ἢ  

Ἠ♯ ᴩ ∞  
͵ ắ ỗ γ ᶳ ת …

Ḛ … γ е

Ἠ♯ π◘ ᴳ ỡộγ ∞  

ͽ ἐ Љ PR ͽ אָ ỡộγ  

ṥ→  

ỡộγ γּב ᵌ⁵῾  ᷆ π Ệ  

Ẫ ἣ ⅎ פֿ Љ ⁵γ Љ  

ằ̻ ỡộγ ὡ Љ ṉ ᶰ  

ᶳ  

Point!  
ᵺ γ ỡộγ ᴩ Ỏ᷆

ỗ γ ˰ װ  

π◘ … ҁᴄ Ậ Љ ằ̻Ξ

ꞈ  
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 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 ⁸К ̝ǵ Ҳ˗͈ ˺ 

ỡộγЉ ῝β  

 ― Љ ╣ Ἠ ♯ ỡộγ ῝β

Ậ ỡộγ ᾝ  

コロナ禍での取り組み！ イベント開催の代わりに… 

今池校区の島の宮住宅自治会では、コロナ禍で例年通りのイベ

ントが開催できない状況のなか、地蔵盆の代わりに会員へ日用品

を配布されました。また、敬老の日のお祝いには、地域の子ども達

からのメッセージを入れてお赤飯を配布されたそうです。催し物が

出来ない分、自治会費の還元としてだけでなく、ギフトを通して自

治会内の住民同士のつながりを感じられることも出来る取り組みと

して考えられたとのことでした。 

ギフトを受け取られた住民からは、「手書きの温かいメッセージを

もらえて嬉しい」や、「可愛いイラストも書いてあり、心がつながる感

じがした」といった声があったそうです。 

 

← お赤飯 

子ども達からの 

メッセージ → 

 

スマホアプリ「LINE 」を使ってやりとり 

なかなか役員で集まって会議を行いにくい状況が続いているため、普段の話し合いや情報共有

は、スマホアプリ「LINE 」を利用して役員同士でやりとりしているという自治会もあります。直接集まる

機会を減らせるだけでなく、話し合いの内容が文字として残ったり、写真データを送りあったりしやす

いというLINE ならではのメリットもありますね。 

                  スマホやLINE を使えない方が取り残されないよう、FAX やプリントなどを併用す

ることも考える必要があります。 

ǚǚǓɛȢɱɆ  
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「防災」への積極的な取組みで、地域のつながりを 

●災害時用の備え● 

寺田校区の市ノ久保第二自治会では、大きな災害（地 

震、台風、火災等）が発生した際に必要となる水や食糧、 

燃料などを、2020 年 9 月から自治会集会所で備蓄され 

ています。石油ストーブやカセットコンロ、消毒用アルコール、 

マスク、トイレットペーパ―、水等を確保しておられ、食糧とし 

てはレトルトカレーを自治会会員数分購入し、１年ごとに入 

れ替えされているそうです。入れ替えたものは、夏祭り開催 

の際に各世帯に配布しておられるとのこと。 
 

●緊急時マニュアル作成・声かけでの安否確認の準備● 

また、大地震や大型台風等の緊急時に向けて、自治会独 

自の行動を予め決めておくために、「市ノ久保第二自治会緊急時の動きマニュアル」を作成されて

います。 

自治会員に対し、声かけ安否確認が必要かアンケート調査し、災害で被害が発生した場合には、

希望されている家庭に各組長が声かけを行えるように準備を整えられておられるそうです。 

阪神淡路大震災や西日本豪雨といった大災害のときにも多くの方がご近所さんによって救助さ

れるなど、地域のつながりは大きな力となります。顔の見えるつながりに加え、備蓄品やマニュアルな

どの備えがあれば、より地域の皆さんも安心して暮らすことができますね。 

▼災害備蓄品の保管箱 

▼カセットコンロ・ボンベ等 

役員の任期を見直してみた！ 

これまでは自治会役員を輪番制で毎年変えておられましたが、最近は２年制にし、交代のタイミン

グを役によってずらすようにしたところ、前年度の役員が数名残るようになり、「去年はどうだった？」と

いうことがわかりやすくなったという自治会もあります。 

                  前年度の課題に対し、継続して自治会として取り組みやすいというメリットがある

方法です。一方で、会員の承認を得たり、自治会規約の変更を行う必要があります。（任期を規約に

定めている場合） 

ǚǚǓɛȢɱɆ  
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 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 ⁸К ̝ǵ Ҳ˗͈ ˺ ǫǬǔ 

組長や会計担当者の負担軽減をはかった！ 

久津川校区の平川北部自治会では、これまで前期・後期で分割して集金していた自治会費を、年

に１回の一括集金に変更されました。また、年に４回の募金については、各世帯から集めるのではな

く、自治会費から出すことにされたそうです。総会で承認を得て規約 

改正を経て変更されたことで、きちんと会員の理解を得られたという 

ことでした。 

集金の回数が減り、募金に回る必要がなくなったことで、組長や会 

計担当者の負担がぐんと減ったと手ごたえを感じておられるそうです。 

自治会活動の「見える化」、進めはじめました 

 寺田西校区のおむろ自治会では、令和４年度から自治会活動の「見える化」を進められています。

役員に対しては、これまでマニュアルがなかった事務の 

要項をまとめたり、年度をまたぐような自治会の懸案事 

項を備忘録として次の役員に引き継げるようにされたそう 

です。 

 また、「自治会ってなにをしてくれているのかよく分から 

ないĢ」という自治会員と自治会の距離を近づけるため 

に、令和４年度から新たに「おむろ自治会だより」を発行 

されました。清掃活動や消火器の点検といった、自治会が 

実施した事業のお知らせだけでなく、アライグマの目撃情 

報や不審な業者訪問の情報など、地域に密着した自治会 

だからこそ分かるような情報の共有もされています。 

 役員同士の事務引き継ぎや自治会員向けの情報提供 

など、様々な活動の「見える化」を進められたことで、役員 

や会員の皆さまが自治会のことを理解するきっかけになり 

ますね。 
▲おむろ自治会だより 
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青谷校区の奈島自治会では、自治会から自治会員に対し、防犯カメラを設置する際の補助金制度

を設けられました。家庭用の防犯カメラを購入される自治会員に対し、自治 

会が購入代金の一部を補助するという制度です。令和５年度から新たに開 

始された取組みですが、既に補助を希望される声も複数あるそうです。 

自治会員にとってのメリットを設けることで、自治会退会を食い止めるととも 

に、地域全体の防犯にもつながる画期的な制度を目指しておられます。 

自治会から自治会員への補助金制度を開始！ 

業務委託で自治会の負担を軽減！ 

青谷校区の中自治会では、回覧物や配布物の仕分けをシルバー人材 

センターへ依頼されています。自治会に届いた市などからの回覧物を、 

各隣組(班)ごとに仕分け、隣組(班)長のところへ持っていくところまで 

をシルバー人材センターのスタッフに委託されているそうです。 

役員の中では、「かなり手間が省けていると思う」や「とても助かっ 

ている」との声があるということでした。事務の一部を民間業者等に 

依頼されるのも、役員の負担軽減や手間の削減につながるアイデアですね。 

ǨȎǪǯ қ                    城陽市だけでなく、全国でもごみステーションの掃除や書類作成などを一部業

務委託されている自治会・町内会があるようです。自治会役員や当番の方に偏りがちな事務につい

て、負担軽減のために自治会費の使い方を話し合ってみられるのもいいかもしれません。また、「書

類作成だけ」「回覧の仕分けだけ」など、会員で業務をシェアするのもいいですね。 
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 ֯ Ǳ ̝ș Ǟǭ 

 ⁸К ̝ǵ Ҳ˗͈ ˺ ǫǬǔ 

深谷校区の宮ノ谷自治会では、令和５年度広報担当の役員が得意なイラストを活かして、手書き

の「自治会たより」を作成されています。味のあるイラストと手書きの文字が温かい印象を与えてく

れる自治会たよりは、宮ノ谷自治会の活動の報告や「くすっ」と笑えるようなコメントなど、目を引く内

容ばかり。「どんな方が役員か知ってもらえれば」と、春に自治会長や副会長の似顔絵を描いた自

治会たよりを作成されたのをきっ 

かけに、１年間手書きで作成を続 

けられたそうです。 

役員の特徴が表れるような活 

動は、より会員が自治会を身近に 

感じられるかもしれません。 

また、各年の役員に選出された 

方が「例年どおりにしなくちゃ…」 

と気負いせずに、無理せず得意な 

ことや趣味を活かせる環境だと、 

やりがいにも繋がりますね。 

 

せっかくなら得意を活かしてǵ 活動を会員にお知らせ◎ 

▼宮ノ谷自治会たより 

自治会向け補助金を活用 

集会所の修繕や備品購入など、自治会の様々なことに使える「集会所等建設等補助金」を使って

役員の負担軽減をされた自治会もあります。「補助金で掲示板が直せると知って、これはぜひ！と思っ 

た」と、古くなっていた掲示板を修繕されました。雨に濡れないようにポスターを 

ビニールで覆い、がびょうを刺していたのが、アクリルカバーの付いた掲示板に 

マグネットで掲示できるようになったことで、掲示の手間が減ったそうです。 

 
ǚǚǓɛȢɱɆ  集会所等建設等補助金については、４5 ページをご覧ください。 
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פֿ  ῾ Ӝ   

Ḛᵭ פֿ Љ Ỏ ṓס χ ỡộγЉ ẇᶳ  

ᶳ χ ỡộγЉ ῾ Ѳ  

スマホアプリ「LINE 」で連絡体制の構築を目指す 

深谷校区の水度自治会では、自治会の連絡体制の構築として、 

スマホアプリ「LINE 」を活用し、会議の案内を送信したり、市からの 

案内文をスマホで撮影し送信したりされているそうです。 

最初は役員のみでグループを作成し活用されていたそうですが、「会員も含めてグ

ル        ープを作成すればより速く情報を伝達できるのでは」と、会員に向けて説明を行った

後、賛同される会員でグループを作成されました。現在、約３割の方が参加されているとのこと。グ

ループに参加していない会員に向けては、これまでどおり、回覧板や掲示板などでの伝達を行われ

ています。 「これまでの回覧板や掲示板での伝達に加え、スマホアプリ「LINE 」での伝達も行うの

で多少の作業は増えますが、速く伝達できるようになったので、喜んでいただけています。」とお話く

ださいました。 他にも、毎月「水度だより」を発行し、地域の情報を会員の皆さまにお知らせされて

います。地域の行事や出来事、課題などを知らせてもらえる仕組みづくりは、会員が安心して暮らせ

る取組みのひとつですね。 

非会員、退会者に向けたキャンペーンの実施 

寺田校区の宮の原自治会では、自治会の存続発展のため、非会員・退会者・会員に対し、 

 

のお願いを配付されました。 

 近年、会員が減少している状況を踏まえ、いざという時に自治会として 

の機能が発揮できなくなることを懸念し、役員と組長で話し合い、この 

キャンペーンを実施されることになったそうです。 

キャンペーンのお願いには、災害時、公園・街灯・ごみステーションなどの管理における 

自治会の有用性に触れながら、高齢などにより役員が務められない方に対しての役員免 

除制度の案内を記載し、加入・再加入を呼びかけられています。 

自治会に入ろう・入り直してみよう・入りつづけようキャンペーン 
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「安心・安全メール」の登録は、二次元コードを読み取り、空メールを送信してください。 

数分後、登録用ＵＲＬが記載されたメールが届きますので、その内容に従って手続きを行ってください。 
 

※迷惑メール防止機能をお使いの方は、登録する前に「anshin@city.joyo.lg.jp 」からのメール 

を受信できるように設定していただく必要があります。 
 

※二次元コードの読取りができない方は、anshin.joyo - city@raiden.ktaiwork.jp に空メールを送信

してください。 

ṉϓ  

Ό Ậ ˞ ʸ• ʸ☺ ṭ ₢ ҁῨ῾ ї

῾ Ḋ ᵶ῾ Ԝһ Ỏ◗
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城陽市役所 
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0/0 1//ʫₑǵ ̝ǲқū ̝Ҋ

1//ЛǲƲʫₑ șˆǟȅǠ

Ҟ ₴

1//Л¥ʫₑ

11+///Л

17+///Л

 

ⅎ ỡộγ ῺḀ  

 

ɋⅎ ₲Ѕ ̳  ⅎ   , ̳ 

ɌỡộγЅ ⅎ ⅎ ỡộγ  

 , ̳ 

 

ɋ Ɍ , ̳  
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′≠  

ἵ ‡ḱ 

ᴘͮᾄ Ậ ᵺ ′≠ᾙ ˢỦ  ה

 ᴘͮᾄ ḉ 
ỗ ᵺ ′≠ᾙ ˢỦ Ậ ה  

ḉ Ủ ὶ  

ỗ ᵺ ′≠ᾙ ỗ γ ˰ װ  

 

ᴘͮᾄ Ậ ֖ 
′≠Ỗ Ằ ᶅḹ ֖  

ᴘ ᾄ ᵺ ᴒ  
ᵺ ᴒ ϼ ḗ Ҋṓ ᵺ ᴒ ה  

 

 ᴘͮᾄ ′≠ 
Ậ ה ᵺ ′≠ᾙ ˢỦ ὶ  

 

′≠ ה ;  
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  ỡộγ ᾝ֖ 
ὡ ẻᶆῲ ỡộӸ ₑ Ὕγᾒὂ☼ ᶾ ת ˢ

ᾝ Ỏ◗ ′≠ ′≠ ˺

ˋỎ᷆ ϯ  

Ἧ  ᾝ Ῠ Ỏԃ ˑ Ἧ ᾝ֖  

 

 ⁸ǵ ̝  

 ˗Ѽ Ǔⱳ  Ƽ ̝ ┴ Ҟ ƽǲǫǋǭ 

ă ᶊᶃᵣᶅֹ ᶊ ᶱ ᵶᵾ ᵫᶉᵮᴲ ᶠᶅ ᵴᶫᶪ ᶎᴲ¸ ᶡ ᵫּס ᶆᵸ  G

 

Ū ̝ ┴ Ҟ ↓ 0 ̝ǉǦȑ14/ʠЛ
ᾍ ˗ Ҟ ʣ ρ

̝ ǵ ɵṔ ɵ
ɵʹ ɵ֝ṥ

8 2/
Ħלș ǠȒ
ʹ Ƕ

ρƲ ̮
ὁ᷂ᶫșדȇ ƲΈ↕
ǵ ɵʹ ɵ ֒

ЏВʤ ǲ ǠȒ
͛ ǵ

ᶅǵ Њɵ ˗ ǵ0.1 ɵ ᶅǲ̂ ǠȒρᴜȉᾍ

┴ ǵ Ε
8 2/
Ħ͈Ẇǉȑ

˗ ǵ0.1
0ɴ ǉǦȑ1ʠЛȅǮƲ
ὤǵ ΕǶ2ʠЛȅǮ

ɵȠɏɶɆ ǵʝὙȋΈ↕ȉ֯

ǵ̓ 8 2/
Ħ͈Ẇǉȑ

0₴ǉǦȑ1ʠЛȅǮ ɵȱɝȹɱȋ̀ ̝ ̝ ǵ̓

ū ̝ ʹ Ҟ ↓ 0 ̝ǉǦȑ0//ʠЛ
ᾍ ˗ Ҟ ρ

̝ ǵʹ ɵ֝ṥ
8 2/
Ħלș ǠȒ
ʹ Ƕ

˗ ǵ0.1

ɵ 0/₴̊ʣǵ ̝ Ǔᾍ
ɵ ӓ ǲȏȒ┴ Ћ ʹ
Ʊȉᾍ
ɵ ̝ ǯǞǭ0/₴̊ʣ ΕǠȒ˔
Ʊὑǵ ὤȉᾍ
ɵ ǵʹ ǲ̢Ǎ
Ʊȉᾍ

Ŭρᴜ Њ Ҟ ↓ 0 ̝ǉǦȑ2/ʠЛ
ᾍ ˗ Ҟ ρ

ρᴜǵ Њ

ᶅ֗Ǻ ᶅǲ̂
ǠȒ ᴜǵ Њ

˗ ǵ0.1

ɵ ₴ Ǔ ₴̊ʣ ȈȒȉǵ
ɵֿ ǵρᴜǵ ЊǲǫǋǭƲ► Ҟ
Ʊ ǵ˧̂ș֞ǘǭǒȐ ₴ș Ǟ
ƱǭǋǱǋḹֻǶᾍ Ẇ

˗ ǵ0.1
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Ɍ Ὕγᾒ  
  ὂ☼ ᾝ֖ 

 ᾝ֖ ỗ נּ  

ƪ ה ─ ⌐ Ҟ ǵ ș ǪǭǋǦǧǖǚǯǓⱳ ǮǠƳ 

 ǲ˗ șὕ ǜȓǦḹֻȋƲρᴜș ЊǜȓǦḹֻǶ Ҟǵᾍ ẆǯǱȑȅǠƳ 
 
ƪ ǶƲ ⅛╠ ∂ ≢ ǞǭǖǧǜǋƳ 

ǦǧǞƲ ⅜ 20 ─ │⁸ ─╖≢╙ ≢∆⁹ 

⅛╠─ ⅜ ⇔™ │↔ ↄ∞↕™Ƴ 
 
ƪ ǵ ǲǶƲ ȉὄ͔Ǯ ș їǞǦ ǲ ǞǭǖǧǜǋƳ 
 
ƪρᴜǵ ЊǲǫǋǭǶƲ │ ─ ™ ⅎ≢─ │≢⅝╕∑╪⁹ 
 
ƪ ǵ ɵʹ ǲǫǋǭƲ ḹ Ǔ⁸ ᷂ǮǉȒḹֻǶƲ ǲӸ ֯ ǵШ

Ǟș їǞǭǖǧǜǋƳ 
 
ƪ ǵ̓ ̊ẆǵЋǭǵ Ҟ ǶƲ ≢─ ╡ ≡ ≤⌂╡╕∆ǵ

ǮǛ ǖǧǜǋƳ 
 
ƪ›˗ǵ ȋρᴜǵ ЊǶƲ ∏ ⅜ ™≡⅛╠ ∫≡ↄ∞↕™⁹

Ѽǲ›˗ɵ Њș ǪǦḹֻǶƲ Ҟ Ǔ˧̂ǮǔǱǋḹֻǓǉȑȅǠƳ 
 
ƪ Ҟ ǶƲ˗ Ὀ˓♥ǲ ̝ǒȐǵὕ Ḹףș֞ǘƲᾃ ǵʣǛ ὑǵ֥↔ǲ ȑ Ȇ

ȅǠƳǚǵǦȈƲ │ ≢ ╩ ǞǭǋǦǧǖǚǯǲǱȑȅǠǵǮǛ

șǑ ǋǞȅǠƳ 

ϯ ᾝ֖ᵺ ˋ  

′≠ ;  

ɋ Ὕγᾒ  
ᴤ╚ ᾝ֖ 

ɍ ᶾ ᾝ֖ 

′≠ ;  
ῧ Ậ  

 

ὶ╣  
shiminkatsudo@city.joyo.lg.jp  
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 ⁸ǵ ̝  

 Ƽ ̝ ┴ Ҟ ƽȏǖǉȒ ᵂ 

 Ὕγᾒ ᴤ╚ ᾝ֖ 自治会活動のために必要な集会所の建設や 

修繕、掲示板の設置や備品の購入などについて、その事業費の一部を補助する 

制度です。集会所等建設等補助金の交付については、以下の注意点をご確認 

のうえ、必ず事業実施の前にご申請をお願いします。 

Ὕγᾒ ᴤ╚ ᾝ֖  

補助金利用にあたっては事前の申請が必須です。申請用紙は、市役所の窓口で

お渡ししている他、市ホームページからのダウンロードも可能です。申請方法は、窓

口での提出以外に、 ′≠ ה ;  

 

 

集会所の新築や修繕はもちろん、備品の購入や、コミセンなど施設の使用も補助

の対象になります。事業内容によってご利用いただく補助金の種別が異なりますの

で、詳しくは45 ページをご覧ください。 

Ỏԃ Ῠ  

過去に補助金の交付を受けた自治会は、各種補助金の限度額からその分を差し

引いた額が現在の補助金残額となります。残額は自治会によって異なりますので、

一度お問い合わせください。下の二次元コードからでも問い合わせができます。 

ᾝ֖ẙϼ ϯ

 

ǡ 

 

 

Ǟ ȅ 

Ǆǒ  

 

ȾȒºɉ 
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′≠  

 

補助金交付までの流れ よくある質問 
 
・交付決定までの期間は？ 

 →申請から交付決定まで、１～２週間のお時間がかかります。 
 
・補助金の入金までの期間は？ 

 →実績報告書のご提出後、およそ４週間後、ご指定の口座へ 

入金します。 

ƱƱƱ

Ʊ

̝ Ḝ ⁸

¤

¤

Ʒ

Ħ ǋǶʝ Ћ ǯǱȑȅǠ

Ħ ὑ֥↔ǲЊ ǞȅǠ

Ħⱳǡ˧̂ ὑ♥ǲ

˗ ș ỒǞǭǖǧǜǋ

¥Ů Ũť
ă ǡǵǡǵ

ƵǽǱǌ¡
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Ὕγᾒ ᴤ╚ ỉ֖  
Ὕγᾒ  +π ὂ☼ Ἠ ᶀӡͮ₣ נּ╗ ₣▐ ᾒ

πַא ỉ֖ ᶺ  

̂

04₴̊К

˗ ǵ Ҋ̊К

ЏВʤ ǲ ǠȒ
͛ ǵ

04₴̊К

₴̊К

Ʊ̂ƱᾍƱ

ƲṔ Ʋʹ

ƱƱ̂ƱƱ

˗ Ħǵ Ҋ̊К

˗ ĦǵЋ Ʋ ↓ 0//ʠЛ

᷂֝♬Ʋ Ἥ ̏֝♬

₴̊Кѫ ѫ ǵ Ҋ̊КƲ ↓ 4/ʠЛ

 ᴙ ɋ ѻѕ Ῠ ˑ 

15 10 ὲ ᾦѓ  

Ɍ Ỗ Ḋ ṙ↓ ỉ ֖

ṙ ῒ ᴘ ᵅṖ ṙ↓ ỉ

֖ 15 ˀ 1.4 0. 3

 

ɍ ᾦѓ ᴽ֖Ԍ ᾦѓ ֽῲᾦѓ ;  

 

ˋỎ᷆ 
ᵊ ϼ 3,000 ̳  

′≠ Ỏ◗ Ḁ  

˫ Ὕγᾒ ᴤ╚ ᾝ֖ ᵺ ἵ

ῺḀ Ỏԃ ϛ ᾝ֖ ᶛᾤ ֖ϼ  

ỉ֖ ἵ ᾳ ᶳ ỡ

ộγ Ẑ ᴁΪ ữᶺ •  

 ⁸ǵ ̝  

 ̝ ǵ ǱǰǲᾍǠȒ ǵ Ǟ̂ǘǲǫǋǭ 
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′≠  

ƱƱƱ

ƱƱ

Ʊ

˗ҵ̂

֞̂

›˗Ὀ˓

̝ Ḝ ⁸

›˗ ›

ΕЊ ǔ

Ε֞

֞ ɵᾃї

ї

̂

̂

֞ ɵᾃ

֞ ɵᾃї
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כֿ ằ̻Ỏԃ 

 ⁸ǵ ̝  

 ⁸Ǯ ǪǭǋȒ ̝ǿǵ ˗ ʝ  

Σ Ḝ

Σ Ḝ ᶧ̱ Џ
ᶸ Ҳ ὕ

ї
ֺᶧ̱ Ҳ ⁸

ᵂ ֻ
ṑ
ṑ͜

Ҳ

̝ ᷂Ḣ Ҳ ὕ ḹֻ
ᶥ֛

˗Ѽ ὕ ֛ ͒ ї
ѝѩ ӲҘ

ᵂ ֻ

П ѫ ẲҤ
˧̂

П ӓ Ẏў Ⱳ
̝ ἧ ̝ ᵣѫ

ᶧ̱
֦⁹ ᶥ֛ ᾍ ˧̂

ὕ ᶧ̱ ׀ Ẁ ᶧ̱
ᾴї ⱳ ᵂ ֻ
˗ҵ ᶧ̱ ₴ Л
ᶥ֛ Л

˧̂ ₴ ᶥ ₴ ᶥ

₴ ᶥ ḹֻ
ѝ

₴ ᶥ ḹֻ
ѝ
ѝ

ˍ
Њ Ҟ ˧̂

⁸ ᷂Ḣ ˍ
̮ ṑ ӓ ҟ ˍ

⁸ Њ
ᾍ Ҟ

ᾍ
⁸ Ҟ ὑ ₴̊К ʥ֯
Ҟ Њ ѝ ►

Л ў
ʣ Л ᶪ Ҟ

ᵂ ֻ

ὤ↨ ∕
ᶥ֛ ҹ

ὤ↨ ∕ ᶥ֛ Ẏ ᶥ֛
ӲҘ ̝ ҹ

ᶥ֛ Е ⁸ ʦ
ᶥ֛ Ӳ

ᵂ ֻ

ὡ ᵃ
⁹

ὡ ᵃ ₁ ̝
⁹
Ẏ

֞̂
⁹ ṑ ṑ͜

ὡ
ҹ

̮ ᷂Ḣ ʺ ᵃ ὡ
ӲҘ ᶧ̱ ҹ

ҲКὦ ʺ ᵃ Ҳ ҲӢḢ
Ḹף
̀ Ҳᾴї ї♥ ὑ ˧̂

Ҳ ⱳ Е ʦ

ᵂ ֻ

ᵃ
⁹

ᵃ қ›
₁ ⁹

֞̂ ˗Ѽ
⁹ ṑ ṑ͜

⁸

ṑ
͜



 

52  
 

 

  

˗
₁ ⁸ ̏
ⱳ ↓

Ἥ ʹ
֞̂

֚ᾑ
˗

֚ᾑ ₁ ⁸
̏ ⱳ ↓ ֞̂

ζ ֛

ζ ֺ ̝ ὕ

⁸ ֛
˔ὑ ̝ ˗Ѽ ⱳ

֛ ⁸ ὕ

˧ ὄЋᵃ
⁹

ї ᾍׄ ˧
ὄЋᵃ ̝ ⁹

ԍѸ ̝ ̊К
֞̂

Џᶸ ͒ ˗

᷂Ḣ Џᶸ ὕ
џ Е Ṅ
̝

⁸ ḸϬ
џ ⁸ ֛ Џ

ᶸ џ ˔ὑ ̝ ˗Ѽ ⱳ

Џᶸ ḸϬ ⱳ
̊ʤ Л

Џᶸ Л Л
̊ʣ Л

͒ ̂ ʴ
ї ʴ

Ḹף
ї ʴ

ḸϬ ʴ

Џᶸ ˗
Ҟ

̝ Џᶸ ₁ ḹֻ
›˗ ֗ ʝ Ҟ ̝

›˗
Ҟ ̊К ↓ Л

̂ₑ›˗
Ҟ ̊К ↓ Л

Ḩ ► ֥♄

̂ ʴ
›˗

˧̂ ὑ♥
ὕ Ḹף

֗
›˗ Ҟ

ṑ ρ ᶫ ›˗֗
›˗ ᾍ ›˗ ʝ Ҟ

֞̂ ₴ ʴ ›˗ Ҟ
₴↓
Ҟᾍ

ᾐ ʹ ›˗֗
ʹ ›˗

Ҟ
˔ ᶪК ›˗ ѝ ̊К

˗Ѽ Ѽ₴

Ҟ ►₴

͜

ρ͜
(56)4063
(56)4064
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ằ̻  

ꞈ ҁᴄ Ậ Љ ằ̻Ξ  

Ḁ  

Ậ Љ ằ̻Ξ Ậ ỡộγ ꞉ᶅ 

 

 

 ⁸ǵ ̝  

 ⁸Ǯ ǪǭǋȒ ̝ǿǵ ˗ ʝ   ǫǬǔ 

Ҳ ˗

Џᶸ ЏВ
ᶧ̱ ᶽ Њ

Ҟ
₴ ᶥ ֻ ʠЛ ► ʣ Ҟ

ᾍ Ẇ

ᵂ ֻ
⁸
͜

Ҟ
˧̂

Ѱ ὄЋ ̮ ᷂Ḣ ̝ ὕ
ׄ ᷂Ḣ Ҳ ̝

ʝ Ҟ
Ҟᾍ

Њ ͜
Ҟ
˗ ̊К ְ ʣ ʠ

Л
֯ ְ ᶧ̱ ְ ₴

ї ў ̊ʤ ҹ

ʝ ҹ

˘ ҹ

ʢ ҹ

ֺҹ Ҟ
ὑ ►₴↓ ˔

ҹ ˓ ̊
►₴↓ ҹ

ֺҹ ẉ
ḹֻ

ֺ ̏
˗Ѽ

Ӿ ᾍ
Ӿ ᾍ ͜
(56)4045

⁸ Ҳ

̝ ֞ ⁸ Ҳᶧ̱ ʝ
ׄ ↔ ˧ ̝ σ

̸ ѫ ӽѱ

˗ ₡

ḹ ӓ Ḝ ᷂
⁸

⁸ Ҳ
(55)1030
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Ậ ͽ ᴹ  
Ậ ˃ Љ Ậ ἧḼ ӡḼ ᶺỎ

˵ ῺḀ ˵ ₲ ͒ ᾦ ;

ᴹ  ᴙ Љ Ṕ Ỏᵖ ῺḀ Љ

ỸẴ Ξ ᴹ ; ꞈ  

 ⁸ǵ ̝  

 ͪ ǲȏȒ ̝ȳɛɶɆ 

῝β ᴹ  
Ἆγ ẻӣҡγ  

ỡộγ ̘ ἧḼ Ậ Љ ˢу ᶺ ᶺỎ

Ῠ ẻᶺỎ ᴹ ᴹ ᴹ ͽ

ỡộγ Ṏ טּ͇ ֪◦ ῺḀ ᾦ═

ῺḀ ═ϓתּ ᾦ ἵ  

ᴹ ͽ ῧ Ἆγ ẻӣҡγỎ Ԅ Ḁ

 

0774 - 56 - 0909 ẻ  

- -
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ỡộγ їג  

 ⁸ǵ ̝  

 ǚȚǱ ͜ᶧ̱ǓǉȑȅǠ  

Ḝ ⁸ ӓ Ӳ̝

ӓ ⁸ ӓ ₴ װ ̱ ↔
̔ ֗ ֺ ᶧ̱ ᾍ Ӳ ˗ ὕ

Ћ⁸ ӓ ͑
қ ֻ̝ ̝ ˗

Ḝ ⁸ᾌ ᾪ
Ḝ ⁸ ӓ Ӳ̝˗
ҵᾯ

ʝ
Ḝ ⁸ ϽӲ̝

᷂Ḣ Ϯ ӓ ֲ ̈
᾽ Ҙ ҍ Ḝ
Ẏ̝ ᷂Ḣ Ͻ ˗ ὕ

Ӳ̝ ᵣ ӲҘ ̝ᴣ ҹ

Ḝ ⁸ᾌ ᾪ
ʝ Ḝ ⁸ ϽӲ̝

Ḝ ⁸ᶮ ˧ Ӳ̝

ốỌ ⁸ Ẏ ᶮ ῇ ⁸ ֻ ᶮ
⁸ ʫ ֺᶮ ˧ ʴἶ ⁸ ᶮ
˧ ˗

ֺ ἶ ↔ σ Ὑ σ Ẇᶮ
⁸
Ӳ̝ ᵣ ֓қ ӲҘ ̝ᴣ Ή˲ ᶧ̱ ˲ ҹ

Ḝ ⁸ᾌ ֥

Ḝ ⁸ᶮ ˧ Ӳ̝˗
ҵᾯ

Ḝ ⁸ Ӳ̝

βЋ ̱ ֗ ⁸ ̱Ҙ β∆ Ṕ
Ӳ ̝̱ ̝ ̱ ᶧ̱ ֻ̝

ᾜ₴ᶧ ᾜ
ʺ ˗ ⁸ ʣ ̝ Ḝ Ẏ̝ σ ↑ ֻ̱
Ẏ̝ ẉ ⁸ ֓қ

Ḝ ⁸ ̝̱
̝

ᾛἶ ӢӴ̬ Ӣ Ҳ̝
ֺ Ẏ̝ ̝ σ ᷂Ḣ ̂
֗ ᷂Ḣ ҟ
ֺ ї ☻ᴣ ⁸Ћ̱ ̝̱ ̝ ֺ

˗ ᾍ Ẏ̝ ᵣ ᷂Ḣ
ҟ

Ḝ ⁸ ᶧ̱
ֻ̝

⁸К ᶧ̱ қ ׄʣ ᾚ
ֺ ʹ̝ ̝ ˗ ̝ σ

⁸ ֓қ ⁸ ֻ Ẏ̝ ֺ Ẏ̝ σ

Ḝ ⁸ ᾜ₴ᶧ
ᾜ₴ ᾜặ ᶧ̱ ἧ

Ҳ β∆ ̱Ҙ ὕ ᶧ̱
᷀ Ӵ̬ᶧ ʺ ⁸Кᾛἶ ѫ Ҳ

Ḝ ⁸ ᾜ₴βЋ
⁸ ̝

̈ ᾜ₴ βЋ ᶫ ᴇ ₴ ₴
ʺ ˗ σ

ᵣ ᾛἶ Ӣ ἶ ̝ ֺ ᶧ̱ ̈
Ӣ̝ Ӣ̝ ׀ Ћ⁸ ̈

̝ ⅎḸ ṑ ӓ ʹ ֻ ˗

Ḝ ⁸ᾌ ֥
Ḝ ⁸☻ ⅍ К
ӓ

Ḝ ⁸ᾌ ֥
Ḝ ⁸☻ ⅍ К
Ḝ ⁸ Ӳ̝˗ҵ
ᾯ
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Ḝ ⁸ἧ ̝♥ ̝
Ӳ ̝

ἧ ̝ ̝Ӵ̬ Ӵ̬ἧ ̝ ᾛἶ Ӣ
Ћ⁸ ♥ ̝Ӳ ̝

̱ Ḝ ἧ ᷂Ḣ
ἧ Ҳ ̝ ˗ҵᾯ ̝ ὁ

Ḝ ⁸ᾌ ֥
Ḝ ⁸☻ ⅍ К
ӓ

˗ҵᾯ ϼ ̟

ἧ ὃ
ᾛἶ ʤ ὄЋ ὃ ᾛἶ Ӣ ὃ

̝ ᾜβ ᷂Ḣ
ὃ Ҳ

ֺ Ӣ ἶ
ᵂ ֻ

Ḝ ⁸
ֻ̝

Ḝ ⁸ ᴇ ₴ ᷀ ̝ᴣ
׀ ᷂Ḣ Ḩ ʺ

̝ᴣ ̊ʣ ̝ ֿʝ᷂Ḣ ᾱ̮
β∆ ֘ Ạ˿ Ḩ ̎ β∆

ὕ ͪβ ׄʣ Ҳ

Ḝ ⁸ᾌ ֥
Ḝ ⁸☻ ⅍ К
Ḝ ⁸ ֻ
̝˗ҵᾯ

Ỗᴣ Ѓ Ỗᴣ

Ỗᴣ Ḩ ᷂Ḫ̇ ׄʣ Ҟ ⱳ ˲
ᵂ ̮ ᾍ ֞

˗ҵ ͜ ☻ ӲҘ Ҳ

Ѓ ὑ Ѓ Ỗᴣ З̑

Ḝ ⁸ᾌ ֥
Ḝ ⁸☻ ⅍ К
Ḝ ⁸ Ѓ ỖᴣӲ
̝˗ҵᾯ

(56)4044

Ḝ ⁸ ̝ Ӳ
̝

̝ Ӳ ̝ Ӳ ♣ ̝ Ḩ ᷂Ḣ
ᶫ ⁸ ӢḢ Ẏ

ⱪ ᷂Ḫ̇ Ӣ ̝ Ӳ ̝ ̝ ͜ ͜ᶧ
̱ ֓қ ӲҘ ♬ ˗ Ҳ ЏВר

Ӳ̝ᴣҹ ʺ Ồ ӦἬ Ҳ
ҹ ʺ Ồ Вֿҹ

Ҳ ֺ ҹ ֥ ► Ӣ ̝ Ӳ
̝ ̝ ӲҘ ̝ ֻ̝ ̝
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 ⁸ǒȐǵǑ ǋ 
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ỡộγ Ξ δᴒ ỡộγ ỡộγ Ḁγ Ậ ᾙ ὶ

Ṕ ∆ϯ ʤ ˀͮ ӣ

ѩ  

地図や写真をつけて、要望の場所や内容が分かるようにしてください 

֥ Ҋṓ  

ᾙ Ủ ᴒ ˀͮ Ủ ẇᶳ  

会員からの聞き取りによる要望

の場合は、事前に聞き取り内容

を具体的に整理していただくと

処理が容易です。 

また、場所は別紙で地図や写真

を付けていただくとわかりやす

いです。 

押印はなくてもかまいません。 

ご提出いただく日 

 ⁸ǒȐǵǑ ǋ 

 ǵǛ ї  
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ỡộγ ї ỷ ꞈ ṓס Љ

Ṕ ẇᶳ  

Ậ Љ ằ̻Ξ 56 - 4001  

ỡộγὝγᾒ ᴤ╚ ὂ☼ Ậ ᾝ֖⅝  

ỡộγὝγᾒ ᴤ╚ ὂ☼ Ỏԃ 1/2 ˀ 25 0

̳ ᵊ ᾝ ᶺ Ὕγᾒ ᴤ╚ ᾝ֖  

ὂ☼ Ῠ Ὕγᾒ ὂ☼ ᾝ֖ ᵊ ϼ 100 ̳

⅝ ᾙ Ỏ◗

Ḁ  

 ̝ᶩȑǛǯ Q&A  

 ȏǖǉȒ ᵂȋ  Ǥǵ  

ỡộγὝγᾒ ᴤ╚ ֖⅝  

Ὕγᾒ Ἠ Ὕγᾒᴤ╚ Ὕγᾒ π ὂ☼

ỡộγ 3,000 ̳ ᵊ ֖⅝  
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ỡộγὝγᾒ ᶾ ᾝ֖⅝  

ỡộγЉ ᶾ ῺḀ ᶾ

1/2 ˀ 30 ̳ ᵊ ᾝ ᶺ ᶾ ᾝ֖⅝

 

⅝ ᾙ Ỏ◗
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Ậ Љ ằ̻Ξ 56 - 4001  

ẇᶳ 45 48  

ẇᶳ 49 50  

ẇᶳ 45 48  
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 ̝ᶩȑǛǯ Q&A  

 ȏǖǉȒ ᵂȋ  Ǥǵ  

カーブミラーを設置してほしいです 

カーブミラーの設置については、随時ご要望をお受けいたします。現地確認

のうえその必要性について検討を行い、設置の可否を通知することにしており

ます。 

担当：管理課 維持整備係（56 - 4064 ） 

公園内に照明を設置してほしいです 

市が公園に照明を設置する場合は、原則面積 1,000 ㎡以上を設置検討の

対象としています。 

なお、設置にあたりましては、設置場所など隣接家屋の方々等との調整も必

要なことから、自治会におかれましてもご協力をお願いいたします。 

担当：管理課 維持整備係（56 - 4064 ） 

自治会内の側溝の多くが蓋付となっているので、 

溝蓋上げ機及びグレーチングのネジを外す工具を貸し出ししてほしい 

自治会の側溝清掃に際しましては、蓋上げ機やグレーチングのネジを外す工

具の貸し出しを行っておりますので、市役所管理課までお申し出ください。 

なお、自治会清掃が困難な箇所（横断管）は、ご連絡いただければ側溝内

の土砂堆積状況等を確認のうえ市で対応いたします。 

担当：管理課 維持整備係（56 - 4064 ） 

ẇᶳ 52  
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自動車の不法駐車を取り締まってほしいのですが 

不法駐車につきまして、京都府城陽警察署が駐車違反等の取締りを実

施しますので、駐車車両を発見された方は城陽警察署交通課（Tel 53 ‐

0110 ）へ通報していただき、取締りを要望されますようお願いいたします。 

また、自治会におかれましても会員の皆さまへ、路上駐車を「しない」「さ

せない」啓発に取り組まれますようお願いいたします。 

担当：管理課 維持整備係（56 - 4064 ） 

信号機を設置してほしいです 

信号機の設置は京都府公安委員会が所管しており、京都府全域からの設

置要望を受け、信号機の設置費予算の範囲内で緊急性、危険性が高い箇所

から設置されています。   

信号機設置の要望は、京都府公安委員会の窓口である京都府城陽警察署

交通課（Tel 53 ‐0110 ）へお願いします。 

担当：管理課 維持整備係（56 - 4064 ） 

放置された犬のふんに困っています。啓発看板があればほしいのですが 

啓発看板が必要な自治会や個人に対し、衛生センター（環境課ごみ減量

推進係）または環境課環境係（Tel 56 ‐4061 ）でお渡ししていますので、お

申し出ください。なお、規格は横30 ㎝、縦21 ㎝のサイズです。 

担当：環境課 ごみ減量推進係（53 - 1400 ） 

ẇᶳ 51  
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 ̝ᶩȑǛǯ Q&A  

 ȏǖǉȒ ᵂȋ  Ǥǵ  

ごみステーション（ごみ集積場所）を移動したいのですが 

ごみステーション（ごみ集積場所）を利用する皆さまで十分に話し合っ

て、新しい場所の候補地を決めてから衛生センター（環境課ごみ減量推進

係）までご連絡ください。 

なお、ごみステーションを移動する場合には、事前に必ずその移動先の周

辺の方（土地や建物の所有者等）の承諾を得てください。ただし、ごみ収集

車がバックで侵入しないといけない場所等、収集できない場所もあります

ので詳しくは衛生センターまでご相談ください。 

また、移動に伴ってステーション看板も移動する場合は、ごみステーション

を利用される皆さまで十分な安全管理をしてください。看板が破損している

場合は交換することができますので、衛生センターにご連絡ください。 

担当：環境課 ごみ減量推進係（53 - 1400 ） 

タバコや空カン等のごみのポイ捨てで困っています。 

啓発看板があればほしいのですが 

ご希望される方に、ポイ捨て禁止啓発看板（Ａ３サイズのラミネート加工）

をお渡ししております。衛生センター（環境課ごみ減量推進係）または環境

課環境係（Tel 56 ‐4061 ）に事前にご連絡いただき、窓口にて申請してく

ださい。なお、デザインは複数ございますので、市ホームページまたは窓口

設置の見本からご指定ください。（印刷・ラミネートのため、お時間を頂きま

すのでご了承ください。） 

また、市ホームページに掲載のデザインは、無料でダウンロードもできま

す。アンケートにご協力の上、ご自宅のプリンタから印刷してご活用くださ

い。 

担当：環境課 ごみ減量推進係（53 - 1400 ） 

ẇᶳ 51  
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自主防災組織ではどのような活動をされているのですか 

阪神・淡路大震災を教訓に、市内各小学校区の自治会連合会を主体と

した自主防災組織が結成されています。 

防災知識の普及や地域のつながりを強化するため、地域の各種団体と

連携を図りながら、地域で工夫をこらした防災訓練（情報連絡・消火・救出

救護・避難誘導・給食給水・避難所開設などの訓練）や防災研修などを実

施されています。 

担当：危機・防災対策課（56 - 4045 ） 

自治会内に防犯カメラを設置したいのですが補助金制度はありますか 

自治会における防犯活動の一環として防犯カメラを設置される場合、防

犯カメラ設置補助金をご利用いただけます。 

（事業費の1/2 以内で上限は１０万円／台。申請可能台数は、１団体あた

り２台／年まで） 

制度の利用にあたっては、各種要件や必要書類がございますので、市ホ

ームページでご確認いただくか、事前にお問い合わせください。 

担当：危機・防災対策課（56 - 4045 ） 

ẇᶳ 56  

ẇᶳ 53  
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 Ǥǵ̀ Ǒ ȐǢ 

 ǣǹǚǨȐȉǛѫ ǖǧǜǋ 

城陽市市民活動支援センターでは、自治会に関するご相談も受け付けています！ 

自治会活動についてやパソコンの使い方・資料作成方法など、お気軽にご利用ください。 

Ậ Љ ằ̻  

 
初めて自治会役員になっ

て、わからないことばかり！ 
 

自治会資料の作り方、 

誰に相談すれば… 

 

 
役員会議や総会の資料を 

たくさんコピーしたい！ 

■印刷機 

白黒：２円／枚  カラー：10 円／枚 （用紙持込みの場合） 

５円単位の取り扱いとなるため、４円以下の釣銭は出ませんのでご注意ください。  

白色紙のみ実費提供あり。 ※個人・宗教団体・政治団体の利用不可 

■大型文具 

裁断機、ラミネータ（A2 対応、フィルムは要持参。実費提供あり）、ホワイトボード、 

カッター＆作業マットなどがご利用いただけます。 

■作業用パソコン・プリンタ 

チラシ作成などにお使いいただけます。大判印刷の対応もできますので、必要な場合は事前にご相談ください。

（大判印刷：A1 カラー500 円、A1 白黒 300 円、A2 カラー300 円、A2 白黒 200 円） 

 

╚ ╚  

●電話番号 ５５－１０３０ 

 ●開館日時 木～日曜日（文化パルク城陽休館日除く） 

9：00 ～12 ：00 、13 ：00 ～19 ：00  
  

～土日も利用できる市民活動支援センターで 

           自治会に関するご相談ができます～ 
 

Ậ Љ ằ̻  

市民活動支援センター 

市ホームページはこちらから！ 
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▼加入促進チラシ 

▼加入促進ポケットティッシュ 

▼加入声かけ手帖 

▼加入促進リーフレット 

▼子ども向け資料 
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֓  

 ̝ Ҳǲ̓ǏȒ ╛  

ỡộγЉ Ạ ỦὝ 

 ここからは、自治会のさまざまな活動に使っていただける様式を載せています。 

なお、この様式は市ホームページ内「自治会お助けコンテンツ」にも掲載していますの

で、それぞれの自治会に合わせて適宜アレンジしながらご利用ください。 
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 城陽市ホームページでも、自治会に関する情報を多数掲載しています。以下のURL や

二次元コードからアクセスいただけます。 

 
城陽市ホームページ（トップページ） 

  https://www.city.joyo.kyoto.jp/  

  

城陽市ホームページ  自治会ハンドブック 

  このハンドブックのデータは、こちらからダウンロードできます。 

  https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001469.html  

 

城陽市ホームページ  自治会お助けコンテンツ 

  市の自治会支援や自治会でご利用いただける様式、自治会活動事例を掲載してい

ます。様式はダウンロードしてご活用できます。 

  https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006486.html  

 

城陽市ホームページ  自治会への補助金について 

  事前申請が必要な「集会所等建設等補助金」についてのページです。 

  https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006488.html  

 

城陽市ホームページ  城陽市自治会アンケート結果について 

  令和３年度に実施した自治会アンケートの結果を掲載しています。 

  https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000007274.html  

 

城陽市ホームページ  教えてください！～あなたの自治会の「こんな活動」～ 

  皆さまの自治会の活動事例を随時募集しています。 

  https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000008654.html  
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発行：城陽市役所 市民活動支援課 

        〒610 - 0195  城陽市寺田東ノ口16 番地、17 番地 

         TEL：0774 - 56 - 4001  

FAX：0774 - 54 - 7406  

         メール：shiminkatsudo@city.joyo.lg.jp  

←こちらの二次元コードからも 

メールを送信できます 

なんでもお気軽に 

ご相談ください！ 

この自治会ハンドブックは、 

再生紙を使用しています 


